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医師確保に関する会議体における協議について 

（令和６年度の開催結果） 
 
医師の確保に関して地域医療対策部会において協議を行う事項のうち、以下の事項に

ついては、ワーキンググループとして協議を行った。 
 

 

区 分 県養成医師派遣調整会議 

協議事項 

自治医科大学、兵庫医科大学、神戸大学、鳥取大学及び岡山大学で養成した医師

（県養成医師）の円滑な研修・派遣等の実施を図るため、次の事項について協議 

 

① 県養成医師の派遣計画に関すること 

② 県養成医師のキャリア形成支援に関すること 

③ その他県養成医師の派遣等に関すること 

構  成 19名（大学：７名、へき地拠点病院：９名、県：３名）  

今 

年 

度 

開 

催 

実 

績 

開 催 日 第２回：令和６年１２月４日（水） 

主  な 

協議事項 
第２回：令和７年度 県養成医師派遣計画について 

結  果 県養成医師派遣計画等について了承【別紙１～３参照】 
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【参考】 

医療法の一部改正（H30.7.25施行）に伴う地域医療対策協議会の機能強化について】 
 

※ 「『医療法及び医師法の一部を改正する法律』の一部の施行について」 

（平成30年７月25日付け厚生労働省医政局長通知） 
           

１ 県は、地域医療対策協議会において、医師の確保に関する事項の実施に必要な次の

事項について協議を行い、協議が整った事項について公表することとされた。 

(1) キャリア形成プログラムに関する事項 

  (2) 医師の派遣に関する事項 

  (3) 医師少数区域等に派遣された医師の能力の開発・向上に関する継続的な援助に関

する事項 

  (4) 医師少数区域等に派遣された医師の負担軽減措置に関する事項 

  (5) 医師法の規定によりその権限に属せられた事項 

   ア 日本専門医機構に対する専門研修に関する意見陳述 

   イ 臨床研修病院の指定、臨床研修病院ごとの研修医の定員の設定に関する事項 
 

 ２ 上記１に伴い、現在、都道府県内に存在する地域医療対策協議会以外の医師確保に

関する会議体は、平成30年度中に、地域医療対策協議会に一本化することとされた。 
 

※ 例外として、既存の他の協議会の機能を、ワーキンググループとして存続させる

特別の必要がある場合には、そのような取扱いを認めることとされた。 

 

医療法に規定する「地域医療対策協議会」 

⇒ 本県においては「兵庫県医療審議会地域医療対策部会」が該当 


